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美浜発電所３号機（定格熱出力一定運転中）において、本日１５時２３分、

空冷式非常用発電装置※１等の定期試験※２中に、Ａ空冷式非常用発電装置を起

動したところ、１５時２５分にＡ空冷式非常用発電装置が自動停止しました。 

このため、同日１５時３７分に保安規定の運転上の制限※３を満足していない

状態にあると判断しました。 

 

今後、原因を調査します。 
本事象によりプラントの運転状態に異常はなく、環境への放射能の影響はあ

りません。 

 
※１：非常用ディーゼル発電機（２台）が機能喪失した場合に使用する電源。美浜発電所３号

機では２台（Ａ、Ｂ）設置している。 
※２：空冷式非常用発電装置等の機能の健全性を確認するため実施している試験。 
※３：保安規定第８５条において、空冷式非常用発電装置２台が動作可能であることが求めら

れている。 
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